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国立大学法人東京医科歯科大学の中期計画 新旧対照表 

 

 

 

現  行 変 更 案 変更理由 

 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成す

るためにとるべき措置 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成す

るための措置 

１）～ ７）（略） 

８）既存の教育研究組織を見直して、健康科学領域の

先進的な教育研究を担当する新たな研究科を平成30

年度に設置するとともに、当該研究科に集学的アプ

ローチで学習するグローバルヘルスリーダー養成コ

ース（仮称）を開設するなどして、将来のグローバ

ルヘルス領域を担う人材育成を行う。その成果とし

て、同コース修了者のうち、統合的先制医歯保健学

に関連する機関への就職者・進学者の占める割合を

60％以上の水準にするとともに、統合的先制医歯保

健学関連の英語論文数及び国際共著論文数を現行の

1.5倍に向上させる。 

９）～ 11）（略） 

 

（２）～（４）（略） 

 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成する

ためにとるべき措置 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成す

るための措置 

１）～ ７）（同左） 

８）既存の教育研究組織を見直して、健康科学領域の

先進的な教育研究を担当する新たな研究科を平成30年

度に設置するとともに、当該研究科に集学的アプロー

チで学習するグローバルヘルスリーダー養成コースや

先制医療学コース、先制医歯理工学コースを開設する

などして、将来のグローバルヘルスや先制医療を担う

人材育成を行う。その成果として、同コース修了者の

うち、統合先制医歯保健学に関連する機関への就職者

・進学者の占める割合を60％以上の水準にするととも

に、統合先制医歯保健学関連の英語論文数及び国際共

著論文数を現行の1.5倍に向上させる。 

９）～ 11）（同左） 

 

（２）～（４）（同左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学院の改組により、コース名

称が確定したため。 
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２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成す

るための措置 

19）～ 20）（略） 

 

○産学連携及び成果の社会への還元に関する計画 

21）先端的医科・歯科医療の推進を目指し、学内外と

連携して医歯工学融合分野の重点領域研究を推進す

る体制を整備し、医療機器、バイオマテリアル、歯

科材料などの開発を行う医療イノベーションの推進

を担う組織を拡充するとともに、民間との共同研究

及び受託研究件数並びに本学への発明届件数及び国

際特許出願件数をそれぞれ現行の1.5倍に向上させる

。また、研究成果の実用化、事業化、ライセンスな

どを統合的に行い、知の成果を積極的に社会に還元

する。 

22）～ 23）（略） 

 

（２）研究実施体制等に関する目標を達成するための措

置 

24）～ 25）（略） 

 

○研究者支援に関する計画 

26）評価に基づいた研究者へのインセンティブを強化

するとともに、学長のリーダーシップのもと、学長

裁量経費の戦略的配分等により若手研究者の研究を

支援する。 

 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成す

るための措置 

19）～ 20）（同左） 

 

○産学連携及び成果の社会への還元に関する計画 

21）先端的医科・歯科医療の推進を目指し、学内外と

連携して医歯工学融合分野の重点領域研究を推進す

る体制を整備し、医療機器、バイオマテリアル、歯

科材料などの開発を行う医療イノベーションの推進

を担う組織を拡充するとともに、民間との共同研究

及び受託研究件数並びに本学への発明届件数及び国

際特許出願件数をそれぞれ現行の1.5倍に向上させる

。また、研究成果の実用化、事業化、ライセンスな

どを統合的に行い、知の成果を積極的に社会に還元

するため、特許活用率を26.0%までに向上させる。 

22）～ 23）（同左） 

 

（２）研究実施体制等に関する目標を達成するための措

置 

24）～ 25）（同左） 

 

○研究者支援に関する計画 

26）評価に基づいた研究者へのインセンティブを強化

するとともに、学長のリーダーシップのもと、学長

裁量経費の戦略的配分等により若手研究者の研究を

支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知の成果を社会に還元したこと

を適切に示すことができる評価指

標を追加設定する。 
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   また、言語支援・生活支援等を継続、拡大するこ

とにより外国人留学生の増加を図り、優秀な留学生

を特任教員等で採用するとともに、外国人研究者を

含む若手研究者等を総合的に支援するAdvanced Res

earch Center（仮称）を新設し、研究者等が高度な

研究に専念でき、その能力を発揮できる環境を整備

する。さらに、研究支援員等の配置や病児保育およ

びワーキングシェアの導入によって、研究と出産・

子育て・介護などのライフイベントとのバランスを

配慮した女性研究者が活躍できる環境作りを行う。 

 

以下（略） 

 

   また、言語支援・生活支援等を継続、拡大するこ

とにより外国人留学生の増加を図り、優秀な留学生

を特任教員等で採用するとともに、外国人研究者を

含む若手研究者等を総合的に支援する次世代研究者

育成ユニットを新設し、研究者等が高度な研究に専

念でき、その能力を発揮できる環境を整備する。さ

らに、研究支援員等の配置や病児保育およびワーキ

ングシェアの導入によって、研究と出産・子育て・

介護などのライフイベントとのバランスを配慮した

女性研究者が活躍できる環境作りを行う。 

 

以下（同左） 

 

 

 

 

名称が確定したため。 

 

 

 

                                                         


